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平成29年度補償業務管理士検定試験問題 

 

 

 

試験開始時刻前に、開いてはいけません｡ 

（注意）この試験問題の解答は、電子計算機で処理しますので、以下の解答作成要領をよく読んで、別

紙の解答用紙に記入してください。 

 解 答 作 成 要 領  

１．配布される書類 

配布される書類は、「試験問題（この印刷物）１部」及び「解答用紙１枚」です。もし、配布に間

違いがあったら、すぐ手をあげて、係員に知らせてください。 

２．試験問題 

⑴ 試験問題は、表紙も含めて24頁（問題数は、40問）を１部につづったものです。試験開始後、

試験問題を開いて、紙数が足りないもの、印刷がはっきりしないもの等があったら、手をあげて、

係員に知らせてください。 

⑵ 試験問題は試験終了まで試験室に在室した方に限り、試験問題の持ち帰りを認めます｡ 

３．解答作成の時間 

15時から17時までの2時間です。終了時間がきたら解答をやめ、係員の指示に従ってください。 

４．解答用紙の記入方法 

⑴ 解答は、この問題には記入せず、必ず別紙の解答用紙（1枚）に記入してください。 

⑵ 解答用紙には、受験地（該当する

受験地名のマーク欄の     印を黒

く塗り潰してください。）、氏名、受

験番号〔５桁〕（算用数字で縦に記入

し、該当数字の     も黒く塗り潰し

てください。）を忘れずに記入してく

ださい。 

⑶ 解答用紙への記入は、必ず B 又は

HB の黒鉛筆を用いて、濃く書いてく

ださい。ボールペン、インキ、色鉛

筆等を使った場合は無効になります。 

 

 

⑷ 解答用紙には、必要な文字、数字及び     を黒く塗り潰す以外は一切記入しないでください。 

⑸ 解答は、右上の例のように、各問題に対し、正しいと思う選択肢の番号一つを選び、その下の

専 門 科 目 

営業・特殊 

受験地  
受 験
番 号  氏 名  
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枠内を黒く塗り潰してください。これ以外の記入法は無効になります。 

⑹ 解答は、各問について一つだけです。 

二つ以上を黒く塗り潰した場合は、無効になります。 

⑺ 解答を訂正する場合には、間違えた個所を消しゴムで、跡が残らないように、きれいに消して

ください。消した跡が残ったり、   や   のような訂正は無効になります。 

５．退室について 

⑴ 試験開始後、１時間を経過するまでと試験終了前30分間は、退室が許されません。 

⑵ 途中で退室する際は、試験問題、解答用紙及び受験票を全部係員に提出してください。そのと

き各自の携行品を全部持って行き、試験問題等を提出したら、そのまま静かに退室してください。

退室後、再び試験場に入ることは許されません。 

６．その他 

⑴ 受験票は、机上の見やすいところに置いてください。 

⑵ 受験中は、鉛筆（黒－B 又は HB）、消しゴム及び定規のみの使用に限ります。したがって、電

卓等の計算機器類等の使用は一切できません。 

⑶ 試験問題を写したり又は試験問題及び解答用紙を持ち出してはいけません。 

⑷ 試験問題の内容についての質問には応じられません。また、試験中は、受験者の間で話し合っ

てはいけません。 

⑸ トイレなどのときは、手をあげて係員の指示を受けてください。なお、試験室内は禁煙です。 

⑹ 受験に際し不正があった場合は、受験を停止されます。 

⑺ この問題の表紙にも受験地、受験番号及び氏名を忘れずに記入してください。 

⑻ 携帯電話の電源はお切りください。 
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《営業補償・特殊補償概説》 

問１ 公共用地の取得に伴う損失補償基準（昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基

準」という。）及び公共用地の取得に伴う損失補償基準細則（昭和38年３月７日用地対策連絡会決

定。以下「用対連細則」という。）における営業補償等の位置付けに関する次の記述のうち、妥当

でないものはどれか。 

 

１ 土地等の取得又は土地等の使用に伴い建物の全部又は一部を賃貸している者（以下「賃貸人」

という。）が当該建物を移転することにより移転期間中賃料を得ることができないと認められる

ときの損失補償は、賃貸人が不動産賃貸業を営む法人である場合においては、用対連基準第33

条に定める家賃減収補償又は用対連基準第44条に定める営業休止等の補償として補償額を算定

する。 

２ 営業廃止の補償は、土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業の継続が不能となると認

められる場合の補償であり、営業の権利等の消滅等を伴うことから、土地に関する所有権以外

の権利の消滅に係る補償に位置付けられている。 

３ 営業休止等の補償は、土地等の取得又は土地等の使用により通常生ずる損失の補償に位置付

けられ、公共事業が施行されなかったら当然そこで得ていたであろう通常の営業活動により得

ていた利益等に対する損失である。 

４ 営業を休止することなく仮営業所を設置して営業を継続する場合の補償における仮営業所の

設置の費用については、用対連基準第28条に定める建物等の移転料ではなく、用対連基準第44

条に定める営業休止等の補償に位置付けられている。 

 

《簿記概説》 

問２ 簿記に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 個人経営者、会社等の企業、水道事業等の公営企業では、事業開始から決算期日までの組織

体の活動を貨幣額で測定し、その結果を報告する技術が簿記であるとされている。 

２ 簿記は、現金、銀行預金、商品、固定資産、買掛金、借入金などの期末金額を計算し財産状

態を明らかにする目的で損益計算書を作成する。 

３ 簿記は、商品の売買による売上の収入額、仕入の支払額、給与の支払額、家賃支払額などの

現金・預金額や保有している資産、負債を計算した財務諸表を作成し、企業に関係する利害関

係者に報告できるようにする。 

４ 個人経営者、法人企業など各組織体の活動、経営者等の作業時間や使用した電気等のエネル

ギー、CO2などを管理するために報告書を作成し、その結果を定期的に報告する技術が簿記であ

るとされている。 
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問３ 簿記の一連の流れの中で使用される次の用語についての記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 仕訳 簿記上の取引（認識した会計事実）を借方科目、貸方科目に分けて、金額を計算する

作業をいう。 

２ 起票 経済的取引から会計事実を認識することをいう。 

３ 決算 総勘定元帳に記録した金額を集計し、事業年度の取引を集計した後、たな卸し、費用・

収益の繰越・見越、減価償却の計算等を行い、期間取引を整理し、一事業年度の経営

成績、財政状態をまとめる作業をいう。 

４ 転記 仕訳をした仕訳帳（仕訳伝票）から、総勘定元帳の該当する科目の借方、貸方に写し

記帳することをいう。 

 

問４ 簿記は、企業の取引を資産、負債、資本、収益、費用に分けて、それぞれの詳細な科目毎に勘

定という計算をする場所を設けて記録するが、資産、負債、資本、収益、費用の属する勘定につ

いて説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 買掛金勘定は負債勘定であるので、その増加を貸方に、その減少を借方に記録する。 

２ 給与手当勘定は費用勘定であるので、その増加を借方に、その減少を貸方に記録する。 

３ 受取配当金勘定は収益勘定であるので、その増加を借方に、その減少を貸方に記録する。 

４ 現金勘定は資産勘定であるので、その増加を借方に、その減少を貸方に記録する。 

 

《会計・財務諸表概説》 

問５ 企業会計原則（昭和24年７月９日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告）の真実性の

原則に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 真実性の原則は、個々の企業の最適なやり方や業界によって一定の処理の原則があったりす

る場合は、個別企業やその業界が選択する自由を認めている（経理自由の原則）。 

２ 真実性の原則による会計報告は誰がやっても全く同じになる「絶対的真実性」が求められて

いるので、ある程度個々の企業や業界によって幅を持った「相対的真実性」は、認められてい

ないといわれている。 

３ 真実性の原則といえども、選択自由は一定の範囲で、一般に公正妥当と認められる原則の範

囲で「経理自由の原則」を認めているが、その自由性に一定の限界があるといわれている。 

４ 真実性の原則は、企業会計原則の正規の簿記の原則、資本と利益の区別の原則、明瞭性の原

則、継続性の原則、保守主義（安全性）の原則、単一性の原則の一般原則の上位に位置づけら

れるもので、企業会計原則全般に共通する原則である。 
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問６ 貸借対照表の表記方法について述べた次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 貸倒引当金は、受取手形、売掛金その他の債権に対する過去の貸倒実績率などの合理的な基

準で計算し、原則として、その債権が属する科目ごとに債権金額又は取得価額から控除する形

式で記載する。 

２ 減価償却費は、有形固定資産の取得原価について、資産の種類に応じた費用配分の原則によ

り各事業年度に配分する費用であり（正規の減価償却）、計算方法は、利用度または耐用年数を

基に計算する。 

貸借対照表の表示方法には、直接法（直接固定資産から控除、脚注に控除額を表記）と間接

法（取得価額と減価償却累計額の表記）があるが、直接法により表示することとなっている。 

３ 修繕引当金は、機械装置などの有形固定資産について、将来行われる修理の原因がそれ以前

の各期に資産使用状況にある点を考え、将来の修繕費の見積額のうち当期分を引当金として計

上することができる。 

貸借対照表の表記は、翌期に使用が見込まれる部分は流動負債、取り崩しまで数年要する部

分は固定負債に計上することとなっている。 

４ 退職給付の支給は、労働協約や雇用契約などで義務づけられた支出であるからこの負債は条

件付債務の性質をもち、支給基準を参考に、当期発生分を費用計上するとともに、固定負債に

計上することとなっている。 

 

問７ 収益・費用の認識と測定方法について述べた次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 費用及び収益は、総額によって記載すると金額が大きくなり、損益計算書が膨れ上がるので、

関連する費用の項目と収益の項目とを直接に相殺して表示することとなっている。 

２ 決算の整理期間、例えば、２月末決算法人が４月末または５月末までに決算整理をすること

となっているが、３月11日に地震で甚大な損害を蒙った場合には、２月末決算にその損害額を

含めて処理することとされている。 

３ 企業の経営成績を明らかにするために、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応する

すべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純

利益を表示しなければならない。 

４ 経営不振に陥り、その原因の工場の土地、建物等の資産を売却することとなった場合の工場

の資産の売却収入額とその原価である帳簿価額の計上は、工場の売上高に資産の売却収入を計

上し、製造原価に土地建物の帳簿価額を含めて計上し、営業損益を計算することとなっている。 
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《営業調査の実務》 

問８ 営業補償の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 営業補償は、補償対象となる業種が多様であって、営業内容に即した適正な補償を行うには、

営業実態を正確に把握するのみならず、法律に適合した適切な処理ができるよう、営業に関す

る許認可等の公法上の規制を理解し、当該根拠資料を適切に収集する必要がある。 

２ 個人企業の白色申告者の営業調査は、一度だけの調査では十分な資料の提供が得られない可

能性があるため、営業資料の分析、検討の過程で何度も足を運び資料を収集し、精度の高い成

果品を取りまとめる必要がある。 

３ 移転等の対象となる事業所の存する土地を当該事業所が借地している場合の権利関係を確認

する資料は、土地登記記録及び建物登記記録、法人登記簿又は商業登記簿並びに法人事業概況

説明書である。 

４ 移転等の対象となる事業所の存する土地、建物等の支障状況、土地及び周辺利用状況が判別

できる図面、建物の規模、構造、用途等の把握できる図面、設備に関する配置及び生産工程等

が判断できる図面等の資料の収集等は、営業補償の調査の物的関係の調査に該当する。 
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問９ 補償コンサルタントが営業調査を行っている際、被補償者（企業の担当者）から受けた質問に

対する補償コンサルタント（以下、この設問において「コンサル」という。）として答えた次の応

答のうち、妥当なものはどれか。 

１ 被補償者：営業資料はプライバシーに関わる資料なので提供できない。 

コンサル：営業補償額の算定はご提供いただく営業資料を根拠に適切に算定する必要があり

ます。個人情報の保護については誓約書を提出し、徹底いたしますので営業資料

の提供を何卒よろしくお願い申し上げます。 

２ 被補償者：電話料金の明細書等の資料を提供することで補償金にどのように反映するのか。

資料を揃える手間と補償額を比較して判断したい。 

コンサル：わかりました。電話の基本料金については、営業休止期間中も継続して負担する

必要がある費用として補償されます。但し、営業休止期間が一週間であれば、ざ

っと計算すると補償額は50円程度ですので、この程度の補償が不要ということで

あれば資料を提供いただかなくても結構です。 

３ 被補償者：事業の実施によって近隣の店舗が移転して、人通りも少なくなった。そのため２

年前から売り上げが激減している。事業の実施前の3年前の確定申告書等の決算資

料で営業補償の算定をしてほしい。 

コンサル：わかりました。３年前の損益を考慮するため、過去３年間の損益の平均値で補償

額の計算を行いますので、直近の３年分の資料を提供して下さい。 

４ 被補償者：調査には協力したいのだが、現在中間決算期で忙しい。営業資料の提供は中間決

算の完了する２か月後にお願いしたいのだが。 

コンサル：申し訳ありません。発注者からの委託工期の関係もあり、我々としてもなんとか

１か月程度で資料をご提供いただく必要があります。お忙しいことは重々承知し

ておりますが、何卒よろしくお願いします。 
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問10 営業廃止の補償額を算定する場合に必要となる調査及び資料の収集に関する次の記述のうち、

妥当でないものはどれか。 

 

１ 労働に関して通常生ずる損失の補償、解雇従業員に対する離職者補償等を検討するために、

休業、解雇又は退職に関する労働協約、就業規則、その他の雇用契約に係る書類を調査する。 

２ 建物、機械、器具、備品等の固定資産の売却損の補償額並びに商品、仕掛品、原材料等の流

動資産の売却損の補償額を算定するために、固定資産台帳及び固定資産税（償却資産）の申告

における償却資産申告書を収集する。 

３ 営業の権利に関する資料として、近傍同種の営業の権利等の取引事例がある場合には、その

取引に関する資料、また、当該営業権が他から有償で譲り受けた場合又は合併により取得した

場合にあっては、その取得に関する資料を調査する。 

４ 営業を廃止することにより生ずる損失として、営業上の契約の解除又は解約に伴い支払を要

する違約金、あるいは清算法人の場合に要する諸経費等が予測される場合は、それらに関する

専門家の意見書等の資料を調査する。 
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問11 医薬品を製造する企業の複数の製造工場のうちの一つが支障となった場合であって、以下の条

件下における営業休止の補償の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

［条件］ 

・企業はＡ、Ｂ、Ｃの３つの製造工場を有し、本社はＡ製造工場内にある。 

・支障となる物件はＢ製造工場であり、構外再築工法が認定されている。 

・Ａ、Ｂ、Ｃの３つの製造工場ごとの売上高は明確に分離されていない。 

・Ａ、Ｂ、Ｃの３つの製造工場ごとの総製造費用及び製品売上原価は各製造工場において作成

された製造原価報告書より把握することが可能である。 

・Ａ、Ｂ、Ｃの３つの製造工場並びに本社（取締役、総務・管理部門、営業部門等）における

販売費及び一般管理費については総勘定元帳よりそれぞれ把握することが可能である。 

 

１ Ｂ製造工場の売上高は、各製造工場において作成された製造原価報告書に基づき、全社の製

品売上原価に占めるＢ製造工場の製品売上原価の割合を求め、全社の売上高にこの割合を乗じ

て求められた数値を認定した。 

２ Ｂ製造工場の販売費及び一般管理費は、Ｂ製造工場において単独で発生している販売費及び

一般管理費に、本社（取締役、総務・管理部門、営業部門等）において発生している販売費及

び一般管理費のうちＢ製造工場が負担すべき費用を加算して求められた数値を認定した。 

３ 本社（取締役、総務・管理部門、営業部門等）において発生している法定福利費（販売費及

び一般管理費）については、Ｂ製造工場が負担すべき費用として、当該法定福利費に、全社の

支払給与額に占めるＢ社の支払給与額の割合を乗じて求められた数値を認定した。 

４ 本社において発生している営業外収益については、総勘定元帳よりＢ製造工場に配分すべき

ものを個別に抽出した。 
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問12 現道拡幅事業に伴い、以下の条件において移転工法を検討し、補償額の算定を行った。Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄの各案における営業休止の補償額に関する次の１から４の記述のうち、妥当でないものは

どれか。なお、当該婦人服販売店における売上減少率は、１か月の売上高を100とすると、構外

移転・短期休業が110、構内移転・長期休業が80、構内移転・短期休業が40である。 

 

［条件］ 

敷地面積・・・・・・・・・・300 ｍ2 

建物：木造２階建店舗・・・・120 ｍ2 

業種・・・・・・・・・・・・婦人服販売店 

残地面積・・・・・・・・・・210 ｍ2（支障率約30％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ案：支障となる店舗の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、従前の機能を維持す

る改造工法（仮営業所における営業継続はしない。工事期間は1.5か月間） 

Ｂ案：残地内に店舗を同種同等建物により再築する工法（仮営業所における営業継続はしない。

工事期間は６か月） 

Ｃ案：残地内に店舗を照応建物により再築する工法（仮営業所における営業継続はしない。工事

期間は８か月） 

Ｄ案：店舗を構外再築する工法 

 

１ Ａ案の営業休止の補償額は、Ｂ案の営業休止の補償額よりも安価である。 

２ Ｃ案の営業休止の補償における得意先喪失の補償額は、Ｂ案の営業休止の補償における得意

先喪失の補償額と同額である。 

３ Ｃ案の営業休止の補償における得意先喪失の補償額は、Ｄ案の営業休止の補償における得意

先喪失の補償額よりも安価である。 

４ Ｄ案の営業休止の補償額は、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案の営業休止の補償額のいずれよりも安価とな

る。 

店舗 

買収線 

道路 

買収 
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《営業補償額算定の実務》 

問13 構外再築工法と認定されたある営業体の営業休止補償額の算定のため、損益計算書を整理した

ところ次のとおりである。認定収益額として妥当なものは次のうちどれか。 

 
 
損益計算書（単位：千円） 
 

Ⅰ 売上高            500,000  

Ⅱ 売上原価           ・・・・ 

   期首商品棚卸高           10,000 

   当期商品仕入高           200,000 

   期末商品棚卸高             10,000 

Ⅲ 売上利益          ・・・・ 

Ⅳ 販売費及び一般管理費  200,000 

   Ⅳのうちの租税公課（50,000）の内訳 

     法人税                10,000 

     事業税                  10,000 

     自動車重量税・自動車税   5,000 

     県市民税           10,000（内均等割：3,000） 

     固定資産税              10,000 

     延滞税                   5,000（前期・前々期無し） 

Ⅴ 営業利益            ・・・ 

Ⅵ 営業外収益             20,000  

   営業外収益の内訳  

      受取利息               7,000 

      受取配当金             5,000 

      貸倒引当金戻入額       3,000 

      販売リベート      5,000 

Ⅶ 営業外費用             20,000  

      割引料                 5,000 

      支払利息               5,000 

      貸倒損失        5,000（前期・前々期有り） 

      貸倒引当金繰入額       5,000 

       

Ⅷ 経常利益             ・・・・ 

 

１ 117,000千円 

２ 125,000千円 

３ 120,000千円 

４ 122,000千円 
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問14 営業休止の補償の補償項目の一つである得意先喪失の補償について説明した次の記述のうち、

妥当でないものはどれか。 

 

１ 得意先喪失の補償額の算定式は、「従前の１か月の売上高 × 売上減少率 × 限界利益率」で

ある。 

２ 得意先喪失の補償とは、公共事業に必要な用地取得等に伴い、従前の営業を一時休止するこ

とに加え、営業の場所が従前の場所から別の場所に移転することの双方に起因して、一時的に

得意先を喪失することに伴う損失に対し補償するものである。 

３ 一か月の売上高には、損益計算書の売上高には計上されていないものの、営業外収益として、

営業に付随して発生している鉄くずの売却益等の雑収入がある場合は、それを含めることとさ

れている。 

４ 得意先喪失の補償は、営業の再開後、従前の売上高に回復するまでの間の従前より売上げが

減少することに起因する損失を補償するもので、利益の減少分に加え費用が売上高を超える場

合の当該費用も補償される。 

 

問15 営業休止の補償の算定は、被補償者から提供された損益計算書等を整理・分析し算定されるの

が一般的ですが、この損益計算書に関する講師の質問に対する次の受講生の説明のうち、妥当で

ないものはどれか。 

 

１ 講  師：Ａ君、損益計算書の５つの利益とは何ですか。 

受講生Ａ：売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び当期純利益です。 

２ 講  師：Ｂさん、売上総利益とは何ですか。 

受講生Ｂ：売上高から売上原価を控除したもので、一般的には粗利といわれます。なお、売

上原価とは、当期仕入高に期末棚卸高を加え、期首棚卸高を控除して求めます。 

３ 講  師：Ｃ君、損益計算書とは、どのようなものですか。 

受講生Ｃ：損益計算書とは、一の会計期間（通常は１年です。）における経営成績を明らかに

するもので、一の会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用

とを記載して、経常利益が算定され、これに特別損益が加減され、当期純利益が

示されます。 

４ 講  師：Ｄさん、販売費及び一般管理費とはどのようなものか例示してください。 

受講生Ｄ：販売費及び一般管理費とは、営業利益を算定するための費用で、売上原価に算入

されない費用をいい、例えば、役員報酬、従業員給与、広告宣伝費、福利厚生費、

旅費交通費、水道光熱費、減価償却費などです。 
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問16 仮営業所の補償について、受講を終えた受講生の次の説明のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ Ａ受講生：そうなんだ。郵便局等の公益性の強い事業であっても、仮営業所の補償を行うに

当たっては、当然、補償上の経済合理性が求められるから、仮営業所の補償方法

以外の他の補償方法との経済比較が必要なんだね。 

２ Ｂ受講生：初めて知ったけど、仮営業所の補償は、営業の休止はしないものの、仮営業所で

あるがための収益減があれば、補償できるんだね。 

３ Ｃ受講生：そうだね。でも、仮営業所の補償は、営業の休止をしないことから、当然、得意

先を喪失することはないので、営業休止の補償の場合のように、得意先を喪失す

ることによる補償は無いのだね。 

４ Ｄ受講生：Ａ君が言うように、補償には経済合理性が求められることから、営業補償を行う

場合は、営業休止の補償と仮営業所の補償の経済比較が必須なんだね。 

 

問17 営業休止の補償の補償項目である固定的な経費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないも

のはどれか。 

 

１ 電気、ガス、水道等の基本料金は、通常、休業中も契約を継続し、支出が予想されるので、

固定的経費として補償する。ただし、休業期間が長期に及ぶため、契約を解除するのが通常で

ある場合は、固定的経費としない。 

２ 移転する営業建物の敷地で、取得することとなる当該敷地の固定資産税は、固定的経費とす

る。 

３ 開発費等の繰延資産の償却費は、売上高に直接的な影響をもつ経常費として損金経理されて

いる場合は、固定的経費とする。 

４ 移転補償を行う機械装置等の有形固定資産の減価償却費は、営業の休止中は稼働しないので、

補償上の取り扱いは陳腐化に伴う補償のみとし、50％を標準とする。 
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問18 営業補償の講義において、講師の質問に対する受講生の次の説明のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 講  師：Ａ君、移転広告費の補償とはどのようなものですか。 

受講生Ａ：移転広告費とは、移転が完了し新営業所が開店するときのみに不特定の消費者を

対象に行うことを想定した補償で、通常、チラシによる新聞折り込み広告による

費用を補償します。 

２ 講  師：Ｂさん、固定的経費の補償の補償理由を説明してください。 

受講生Ｂ：企業等は営業施設の移転等により一時営業を休むことがあっても、休業中も一定

の経費の支出を必要とします。固定的経費の補償は、このうち認定収益額の算定

の過程で経費としなかったものから、休業中の支出の要否を判断し補償するもの

です。 

３ 講  師：Ｃ君、収益額の認定において、営業外費用のうち、費用とすべきものを例示して

ください。 

受講生Ｃ：例えば、自動車関連事業において、毎期継続して自動車等の固定資産を簿価を下

回って売却したため生ずる固定資産売却損などが該当すると思います。 

４ 講  師：Ｄさん、従業員に対する休業補償とはどういう補償ですか。 

受講生Ｄ：労働基準法（昭和22年法律第49号）の規定を受け、休業の原因者である起業者が、

個々の労働者に直接補償するもので、通常は平均賃金の80％の補償としています。 

 

問19 得意先喪失の補償の算定の要素である「限界利益」等に関する次の記述のうち、妥当でないも

のはどれか。 

 

１ 限界利益とは、売上高に対する固定費と利益の合計額をいい、この割合を限界利益率という。 

２ 限界利益率を算定する場合の「利益」については、収益額の認定において判定した額に、同

認定収益額の算定において加算した法人税、事業税等は、控除する必要がある。 

３ 限界利益とは、売上高から変動費を控除したものである。 

４ 売上高は、固定費と変動費の合計額である。この場合の固定費とは、売上高の多寡にかかわ

らず必要となる費用をいう。 
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問20 得意先喪失補償額の算定に当たって、限界利益率を求めるためには、損益計算書等の売上原価、

製造原価、工事原価、販売費・一般管理費及び営業外費用の各勘定科目について、固定費と変動

費に区分する必要がある。実務上はこれを「費用分解基準一覧表」により行うこととなるが、こ

の費用分解基準に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 製造業、卸売業、小売業及びサービス業の売上原価の各勘定科目は、すべて変動費である。 

２ 建設業の工事原価のうち、設計費、通信交通費、運搬費は、変動費である。 

３ 飲食業の営業外費用は、すべて固定費である。 

４ 飲食業の販売費・一般管理費のうち、自社車両費、役員報酬、修繕費及び接待交際費は、固

定費である。 

 

問21 営業補償と消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）との関係を説明した次の記述の

うち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 税込経理方式を採用している場合の得意先喪失補償の算定において、限界利益率を算定する

要素である売上高、固定費及び変動費については、補償の適正化のため税抜きの額として算定

すべきである。 

２ 営業休止補償として、起業者から営業の権利者に交付される補償金は、資産の譲渡等の対価

に該当せず、したがって不課税取引となる。 

３ 消費税等の経理の方法については、税込方式と税抜方式があるが、いずれの方式によるかは

事業者の自由な選択に委ねられている。 

４ 税込経理方式としている事業者の場合で、消費税等の還付を受けた場合は、仮払消費税等の

額から仮受消費税の額を控除した額を雑収入として収入に算入する。 

 

問22 消費税等に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 非課税取引には、税の性格から課税しないものと、社会政策的な配慮から課税しないものが

あり、後者の例としては、埋葬料や住宅の貸付がある。 

２ 消費税等の納税義務者は、国内で課税の対象となる取引を行う個人事業者及び法人等で、人

格のない社団等は、法人とみなされる。 

３ 簡易課税制度とは、控除対象仕入額を計算するに際し、課税売上高のみから納付税額を計算

することができる制度である。 

４ 免税売上とは、消費税等が課税されない売上をいい、その代表例は土地の売却代金である。 
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問23 営業規模縮小の補償の補償項目である労働の過剰遊休化による損失補償について、次の事例の

場合の損失補償額として妥当なものはどれか。 

 

【事例（会計期間：１年）】 

① 売上高                 50,000千円 

② 営業利益                10,000千円 

③ 認定収益額                5,000千円 

④ 売却する資産に対する固定的な経費     5,000千円 

⑤ 従業員手当相当額            10,000千円 

⑥ 解雇する従業員の従業員手当相当額     1,000千円 

⑦ 営業規模の縮小率               30％ 

⑧ 補償期間                   １年 

 

１ 3,000千円 

２ 2,700千円 

３ 2,000千円 

４  300千円 

 

問24 営業廃止の補償の内容に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 転業期間中の従前の収益（所得）相当額の補償は、「年間の認定収益（所得）額×転業に要す

る期間」で計算された額である。この場合の「転業に要する期間」は、２年間と規定されてい

る。 

２ 資本に関して通常生ずる損失の補償のうち、その他資本に関して通常生ずる損失の補償は、

転業に伴い不要となる営業用資産（機械設備等）の処分に伴う売却損の補償が代表例である。 

３ 商品、仕掛品等の流動資産の売却損の補償は、費用価格（仕入費及び加工費等）の50％を標

準として補償する。この場合の仕掛品とは、製造・販売する物品のうち、製造過程にありいま

だ商品となっていないものをいう。 

４ 労働に関して通常生ずる損失の補償のうち、解雇する従業員に対する解雇予告手当相当額の

補償は、賃金日額の80％を標準として30日分以上の補償が必要である。 
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問25 営業廃止の補償の要件について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。なお、い

ずれも妥当な移転先がない場合とする。 

 

１ 生活共同体を営業基盤とする店舗等であって、当該生活共同体の外に移転することにより顧

客の確保が特に困難になると認められる場合で、例えば、ダム事業で集落の住民を専ら顧客と

している小売店が、集団移転先とは異なる場所へ移転することから、従来の経営形態等では営

業の継続が見込まれない場合が該当する。 

２ 騒音、振動、臭気等を伴う業種その他の社会的条件により営業場所が限定される業種に係る

営業所等で、例えば、臭気等を発生する養豚場が該当する。 

３ 法令等により営業場所が限定され、又は制限される業種に係る営業所等が該当し、この場合

の営業場所が制限される業種には、たばこ小売業がある。 

４ 公有水面の占有を必要とする業種その他の物理的かつ法制的な制約により営業場所が限定さ

れる業種に係る営業所等で、例えば、駅前に立地する自転車預り業等が該当する。 

 

問26 営業規模縮小の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 営業規模を縮小することにより不要となる機械設備については、処分を余儀なくされるので、

現実に売却できる場合、これに伴う損失の補償は、「現在価格 ＋ 解体処分費 － 発生材価格」

で算定される。 

２ 資本の過剰遊休化の損失の補償額は、「（固定的経費 × 縮小率 － 売却する資産に対する固

定的経費）× 補償期間」で算定した額であるが、この場合の「補償期間」は、専門家の意見等

を求めるなどにより判断することとなる。 

３ 経営効率が低下することによる通常生ずる損失の補償額は、「認定収益（所得）額 × 縮小率 

× 補償期間」で算定されるが、この場合の「補償期間」は、従前の営業の内容等を勘案し、２

年以内で適当な期間を認定することとされている。 

４ 解雇する従業員に対する離職者補償は、「賃金日額 × 補償日数 － 雇用保険相当額」で算定

された額であるが、この場合の補償日数は、臨時雇及び55歳未満の常雇については、１年の範

囲内で適正に定めた日数である。 
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問27 営業廃止の補償の補償項目である営業権の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはど

れか。 

 

１ 営業権とは、通常、暖簾や老舗などと呼ばれている企業財産の一種で、企業のもつ営業上の

収益力が他の同業種の平均的な収益力に比較して超過している場合、その超過部分を生む原因

となっている一種の無体財産権といえる。 

２ 営業権は、商標権や商号権と異なり、それ全体としては法律で認められた権利ではなく、「事

実に基づく財産」といわれるものである。 

３ 営業権が市場で取引される慣習があるものについては、正常な取引価格による補償となるが、

この場合の正常な取引価格は、近傍又は同種の営業権等の取引価格を基準とし、立地条件、収

益性等を総合的に比較考量して算定される。 

４ 営業権が市場で取引されていない場合の補償額の算定は、平均収益額から企業者報酬及び自

己資本利子見積額を控除して求めた超過収益額を、８％の利率で年金複利現価の計算方法で求

められる。 

 

問28 営業補償について、研修の受講生間の次の説明のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ Ａ受講生：僕は、営業規模縮小の補償の経験はないけれど、営業規模縮小の補償が妥当かど

うかの検討として、営業規模縮小後の売上高が、当該売上高に係る固定費及び変

動費の合計額以上になることが一つの判断基準になるということを知った。 

２ Ｂ受講生：私、今年初めて用地課に配属されて、初めて営業補償の研修に参加したけど、営

業廃止の補償は、営業権の補償、機械器具等の売却損等の補償、転業に通常必要

とする期間中の従前の収益相当額の補償など、初めて聞く補償があり勉強になっ

た。営業廃止の補償は、他の業に転業していただくことを前提とした補償という

ことも知ることができた。 

３ Ｃ受講生：営業休止の補償における固定費と固定的な経費は、全く意味が違うことが良く分

かった。固定費とは、売上高の多少にかかわらず支出を必要とする費用で、例え

ば、従業員の給与や法定福利費、通信交通費などが該当するんだ。 

４ Ｄ受講生：細かい話だけど、離職者補償の算定要素である「賃金日額」というのは、労働基

準法で規定するものなんだ。初めて知った。補償の世界では、会社法や企業会計

原則などのほか、消費税法、労働基準法など、様々な法令が関係するんだね。 
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《漁業権等補償の実務》 

問29 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 漁業補償の対象となる権利には、漁業権、入漁権、その他漁業に関する権利がある。そのう

ち「その他漁業に関する権利」とは、許可漁業及び自由漁業による利益であり、これら全てが

対象となる。 

２ 自由漁業を営む漁業者の中には、漁業協同組合に所属しない者も存在するが、それらについ

ても全て補償対象とする。 

３ 埋立事業により漁業協同組合が解散せざるを得なくなった場合、当該漁業協同組合だけから

漁獲物を仕入れていた仲買人にも経済的損失が及ぶので、それらについても補償対象とする。 

４ 河川等の内水面で第５種共同漁業権が設定されている水域では、遊漁料を支払って、ほぼ毎

日、魚類等を採捕している遊漁者も存在するが、漁業権等に基づく行為ではないので補償対象

とならない。 

 

問30 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 漁業権の存続期間は最大で10年、許可漁業の許可期間は最大で５年であることから、漁業権

等の制限に係る補償額の算定に当たっては、制限期間年数を最大でも10年間以内とする。 

２ 漁業補償における「通常生ずる損失」については、「漁業権等の消滅補償」にだけ適用される

ものであり、「漁業権等の制限補償」に適用することはできない。 

３ 漁業補償の原因となる事象として「水質の汚濁」や「水温の変化」に伴う影響についても、

これらによる損害の発生が確実に予見される場合は補償することができる。 

４ 漁業権等の消滅に係る補償金額は、当該権利を行使することによって得られる収益を資本還

元した額を基準とし、当該権利に係る水産資源の将来性等を考慮して算定する。 
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問31 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 魚価は、同一の魚種でも地域、季節、また、漁法や販売形態等によっても相当な幅があるの

で、流通経路の実態を把握した上で、統計資料、組合台帳、市場資料等を参酌して、販売手数

料を除いた価格とする。 

２ 個人の漁業経営において、漁業経営費を算定する場合の「自家労働費」は、水上において漁

労行為に要した時間に、当該地域の漁業雇用労賃、農業労賃等を勘案した時間単価を乗じて算

定する。 

３ 許可漁業とは、水産資源の保護、漁業調整の目的から自由に漁業を営むことを一般的に禁止

し、行政庁が出願を審査して特定の者に禁止を解除することによって営める漁業である。この

許可漁業には、大臣許可漁業と知事許可漁業があり、知事許可漁業を分けると法定知事許可漁

業と漁業調整規則による知事許可漁業とがある。 

４ 漁業権の消滅又は制限により通常生じる損失補償の１つとして、個人経営においては「転業

に通常必要とする期間中（４年以内）の従前の所得相当額」を補償することとなっている。 

 

問32 アユ漁業の漁業権等の消滅に係る補償額を算定するために実態調査を行い、以下の数値を得た。

漁業権等の消滅に係る補償額として妥当なものはどれか。 

 

＜実態調査結果＞ 

漁獲量     2,000kg 

魚 価     2,000円/kg 

所得率     70% 

純収益率    50% 

漁業経費  1,200,000円 

自家労働費  800,000円 

 

１ 25,000,000円 

２ 35,000,000円 

３ 40,000,000円 

４ 50,000,000円 
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《鉱業権、租鉱権、採石権補償の実務》 

問33 鉱業法（昭和25年法律第289号）、採石法（昭和25年法律第291号）に関する次の記述のうち、妥

当でないものはどれか。 

 

１ 鉱物であっても、鉱業法に規定する適用鉱物以外のものは、鉱業法の対象とならず土地所有

権に帰属する。 

２ 石油、可燃性天然ガス等の特定鉱物を目的とする鉱業権の設定を受けようとする者は、経済

産業大臣に出願して、その許可を受け、鉱業原簿に登録することによって効力を生じるとして

いる。 

３ 採石業を行おうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならず、実際に岩石の採取

を行おうとする者は、登録を受けた後、採取計画を定め、都道府県知事（指定都市の区域に属

する場合にあっては、当該指定都市の長）の認可を受けなければならない。 

４ 採石法は、岩石の採取を行うことが適当な土地について、土地所有者等が採石権の設定や土

地の譲渡に同意しない場合には、採石権の強制設定の途を開いている。 

 

問34 鉱業権、租鉱権、採石権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 鉱業権は、土地所有権とは併存し得る権利であって、起業者が土地を取得しても、鉱業権を

取得したことにはならず、消滅もしない。 

２ 租鉱権は、鉱業権と同じく物件とみなし、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執

行、仮差押え及び仮処分の目的となる。 

３ 採石権は、純粋な私法上の権利であり、岩石の採取は、土地所有権によっても行い得るし、

土地所有者との債権契約によっても、さらには採石権という物権によっても行い得る。 

４ 鉱業権のうち採掘権は、一定の鉱区において鉱物を採掘し、又は取得するために認められた

権利であり、鉱物が存する限り採掘し、特別な原因（取消又は放棄）がない限り存続する。 
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問35 用対連細則に定められている操業している鉱山の鉱業権の消滅に係る補償額の算定に用いられ

るホスコルドの算定式に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

［算定式］ 

 

 

 

 

１ ａは「鉱山が毎年実現しうる純収益」であり、年間可採鉱量に鉱石の平均単価を乗じて得た

額から採掘に要する費用（起業費の原価償却費を含む。）を控除して得た額である。 

２ Ｓは「蓄積利率」であり、安全確実な資本の利率として、用対連細則では６％と定めている。 

３ ｎは「可採年数」であり、確定鉱量を基準（推定鉱量及び予想鉱量は加算しない。）として算

定した今後の可採鉱量を年間可採鉱量で除して得た年数である。 

４ Ｅは「今後投下されるべき起業費の現在価額」であり、起業費とは鉱業用固定資産の取得又

は建設に要した費用、調査開発費及び試験研究に要した費用であり、毎年鉱石を回収するため

に要する生産費とは別である。 

 

問36 採石権の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 原石採取場の地下部分に区分地上権を設定し、道路や鉄道等を建設するときは、採石場の立

体的特定部分の採石が、当該工事の終了後の将来にわたっても不可能となることから、採石権

の消滅の補償を行うことになる。 

２ 原石採取場の全部又は一部を一時的に作業基地等として使用する場合は当該事業の施工中等、

一定期間制限することになることから、当該権利が消滅するものとして算定した額に当該権利

の制限の内容等を考慮して適正に定めた割合を乗じて得た額をもって採石権の制限の補償を行

うことになる。 

３ 同一土地所有者の原石採取場の一部を取得する場合の評価方法は、当該採取場に係るホスコ

ルド式等を用いて算定した評価額に採取場の採取可能原石量に対する用地取得に伴い採取が不

可能となる原石量の割合を乗じて算定し、事業用地と残地における採取不可能原石量の割合に

即して採石権消滅補償額と残採石権補償額に配分することとなる。 

４ 異なる土地所有者と採石権設定契約を締結して一つの採石場として知事の採取計画の認可を

得ている場合は、同一採石権者に係る採取場の採石権全体の損失額を算定し、土地所有者ごと

の採石場の採取不可能原石量の割合を乗じて算定する方法によることで適正な損失額を算定で

きると考えられる。 
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《農業、立毛、養殖物等の補償の実務》 

問37 農業廃止の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 「転業に必要な期間中の従前の所得相当額」を補償する場合の補償期間は、営業廃止の補償で

は２年以内（高齢である等により転業が特に困難な場合は３年以内）としているが、営業の場

合に比較して農業の場合は転業が極めて困難と想定されるため、漁業補償と同じ４年以内とし

ている。 

２ 農具等の売却損の補償における「大農具の売却損」は、「（新品価格 ÷ 耐用年数）× 残存年

数 × 売却損率」で算定し、売却損率は30％ないし50％の範囲内で当該地域の実情に応じて適

正に定めた率とされている。 

３ 農業用流動資産の売却損の補償額算定で用いられる「階層別保有価額」は、農家経済調査（農

林水産省）による農業生産資材在庫価額と未処分農産物在庫価額の合計額である。 

４ 事業の施行により経営地の全部又は大部分が失われれば、農業廃止の補償要件である「通常

農業の継続が不能となると認められるとき」に該当する。 

 

問38 農業休止の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 通常農業を一時休止する場合は、「休止期間中の固定的な経費等の補償」と「休止期間中の所

得減（法人経営の場合は収益減）の補償」を行うこととなるが、この休止期間とは、通常農地

を再取得するために必要とする期間である。 

２ 「休止期間中の固定的な経費等の補償」で補償対象となる固定的な経費等は、公租公課、施設

の減価償却費、施設の維持管理費に限定されている。 

３ 「休止期間中の所得減の補償」は、休止期間中に他の所得を得ることも予想されるため、休止

前の所得相当額から休止後においても得られる予想所得相当額を控除して算定した額を補償す

ることとなる。 

４ 休止期間が長期にわたる場合で、農業休止の補償額が農業廃止の補償額を超えるときは、補

償額は農業廃止の補償額の範囲内となる。 
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問39 農業の経営規模縮小の補償及び農業補償の特例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 「農業の経営規模縮小に伴う労働の遊休化に対する補償」は、経営規模別家族労働費の差額を

標準として算定する。具体には、農業の経営規模とそれに対応する労働時間に着目して遊休労

働時間に相当する労働賃金を求め、これを他に転用するまでの期間（２年以内）を考慮して算

定することとなる。 

２ 「農業の経営規模縮小に伴う労働の遊休化に対する補償」においては、解雇する従業員に対す

る離職者補償（用対連基準第62条）は行わず、事業主に対して退職手当補償を行うこととなる。 

３ 宅地見込地のように現に農地地域から宅地地域へ移行しつつある地域内の農地等で、農業補

償に相当するものの全部又は一部の額が土地等の正常な取引価格に含まれていると認められる

場合に、当該額を農業補償額から控除して補償する旨の内容が、「農業補償の特例」の規定であ

る。 

４ 農業補償の特例の算定式は「Ｈ－Ｘ」であり、Ｈは「農業補償額(農業廃止、農業休止、農業

規模縮小で算定された補償額)」であり、Ｘは「土地の正常な取引価格に取得面積を乗じて得た

額」である。 

 

問40 立毛補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 立毛補償の算定で用いる「当該立毛の粗収入見込額」は、前年の収穫量を当該作物の生産者

価格に乗じて得た額と副産物の価額との合計額で算定する。 

２ 立毛補償の算定で用いる「農業経営費」には、自家労働の評価額も含まれる。 

３ 立毛補償の算定で用いる「農業経営費」は、公租公課を除く経営に係る経費であり、具体に

は、肥料費、諸材料費、防除費、建物費、農具費、雇用労働費、自家労働費、借入資本利子及

びその他経費である。 

４ 土地売買契約時点に存在する立毛は、全て補償の対象となる。 
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